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条
例
の
一
部
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改
正
す
る
条
例

(

税
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一
ペ
ー
ジ

◇
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
〇
号)

一

自
動
車
取
得
税

１

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
に
係
る
課
税
標
準

の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
〇
年
五
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と

と
し
た
。(

附
則
第
一
五
条
関
係)

２

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
大
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置

に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
〇
年
五
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
一
五
条
関
係)

３

免
税
点
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
〇
年
五
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し

た
。(

附
則
第
一
五
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
号
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曜
日
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日



岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
五
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
中

｢

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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阜
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定
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一
か
年
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八
、
〇
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円(

送
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(
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費
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二
、
二
八
六
円
を
含
む
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